
1 

平成 29 年 11 月吉日 

第７３回ファインビット通信 

中村 中 

１、事業性評価融資と ESG 投資 

事業性評価融資は、従来の融資審査における定量評価に加えて、定性評価（見えざる価値）

を重点的に見ることによって、融資の目線を引下げ、より広い範囲の融資案件の実行にチ

ャレンジするものです。金融機関としては、ゼロ金利・マイナス金利の下、どうしても中

小企業への融資を拡大しなければならず、ローカルベンチマークや RESAS による企業の

情報開示を最大限に利活用使用しようとしています。 

≪事業性評価融資（金融庁 HP）≫ 

 

このことは、平成 14年公表の金融検査マニュアル別冊の 27事例でも推奨されましたが、

金融機関内部の保守的な融資審査の壁に阻まれて、融資目線の引き下げや融資残高の増加

には繋がりませんでした。やはり、担保・保証がない場合は、金融機関としては、なかな

か融資を積極的に推進することが出来ず、金融庁は、金融行政方針で、この金融機関の融

資の消極姿勢に対して「日本型金融排除」と厳しい批判をぶつけています。 

確かに、企業の真の力は、財務内容ばかりではなく、企業が行う事業の内容や成長可能性

によって評価されることですので、企業を取り巻く環境面や社会面、また内部管理統制面

など、財務面では見えない価値を十分に評価しなければなりません。 

次の記事にあるように、世界の投資家たちは、このことをいち早く理解して、E（環境）

S（社会）G（企業統治）への取り組みを評価する ESG 投資に注力を始めています。既に

投資の世界では、全体の 30%が ESG 投資によって占められるようになっているのです。 

この記事を読みますと、融資の世界においても、「事業性評価融資」はこの ESG 投資に

重なっています。 

最近の中小企業は、AI やビッグデータを駆使した「ローカルベンチマーク」や「RESAS」

の活用が広がり、税理士などの支援も加わり、決算書や経営計画書の精度も高まって、企

業自身の情報開示は質量ともにアップしてきました。 

従来は、情報開示資料としては、税務申告ベースの決算報告書しかありませんでしたが、

現在のこの開示資料は大幅にレベルアップし、経営改善計画やモニタリング報告など、そ
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の精度もかなり高まっています。ローカルベンチマークも、企業の実態を財務面（定量面）

ばかりではなく非財務面（定性面）まで浮き彫りにして、業界比較も含めて開示していま

す。情報の非対称性と言うネックも少なくなっています。 

既に、将来の企業の強みや、現在の客観的な競争力、そして環境面・社会面・内部管理面

の評価まで、出来るようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

日経新聞 平成 29 年 10 月 18 日 
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≪ローカルベンチマークによる非財務面の開示内容≫ 

 

とは言っても、このような中小企業の情報

開示のレベルアップは、まだまだ中小企業

経営者は独力では対応は難しく、顧問税理

士や関与税理士の力に負うところが大き

いと思います。一方、税理士としても、こ

れらをまだ本業ではないと思い込んでい

る面もあり、一部のメンバーはなかなか腰

が入らないかもしれません。特に、非財務

面（定性面）については、やや敷居が高い

かもしれません。しかし、基礎能力や地域

情報に長け、地元に多くの人脈を持ってい

る税理士事務所にとっては、ローカルベン

チマークや RESAS などの定型フォーム

により、分かりやすい定性情報を提供する

ことは、従来とは違い、それほど大きな抵

抗にはなっていないものと思われます。 

税理士の本業は、税務代理、税務書類作成、

税務相談ですが、これらの業務を税務署に

対する情報開示業務と思えば、今後は、企

業のために、銀行や行政機関に対して情報

開示を支援することと解釈することがで

きます。銀行ならば融資支援、行政機関な

らば補助金・助成金・税金優遇の協力、 日経新聞 平成 29 年 9 月 25 日 
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これらが、税理士などの先生の主要業務

になり、顧問先・関与先企業に大きな収

益を齎すことが出来ることになると思い

ます。このことが、コンサルタント業務

になり、手数料獲得の大きなチャンスに

もなります。 

税理士や公認会計士の本来業務が、AI や

ビッグデータで縮小すると言われていま

すが、企業の情報開示の支援者になるこ

とで、新たな職務開発が出来るのではな

いでしょうか。 

    

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

これからの２～７の項目については、通信講座「財務金融アドバイザー」の継続会員の皆様にお送

りしている「財金 A 通信１１月号」の抜粋です。ご参考にして下さい。 

２、企業の定性評価による金融機関融資調達法 

金融機関の融資の決定は、金融機関内部メンバーから異論が出ないような論理が必要です。

決算書に現れないような「定性評価」を融資の決定要因にする「事業性評価融資」につい

ては、稟議書面で支店担当者が推薦文を書くだけでは、なかなか本部にいる意思決定者、

すなわち審査部長や融資部長の承認を得られないものです。 

そこで、各行政機関が作成しているビッグデータをビジュアル化した図表や資料が支店担

当者の強い味方になります。ローカルベンチマークや RESAS また経済センサスは、権威

のある経済産業省や金融庁のお墨付きのある図表・資料であり、これらは客観性もあり、

本部の意思決定者には意思決定の根拠として、とてもありがたい資料になります。 

（省略） 

金融機関の支店担当者の口頭説明よりも、むしろ行政機関が公表するビッグデータを図表

化した資料の方が、金融機関の本部の意思決定者には大きなインパクトになるのです。 

（省略） 

例えば、静岡県沼津市の非鉄金属製造業の中小企業に、

静岡銀行やスルガ銀行の本部融資部が融資審査を行う

と仮定したならば、以下のような RESAS の図表が融資

決定の大きな定性要因になります。沼津にとって、非鉄

金属製造業の中小企業が、2012 年の付加価値額中分類

でも、産業別特化係数でも、重要な企業であることが明

らかであり、金融機関としても融資で支援することが地

域貢献になることになるからです。 

日経新聞 平成 29 年 9 月 25 日 
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また、非鉄金属製造業の中小企業は「付加価値・労

働生産性・従業員数」の優れた業種業態で、明らか

に、地域の重点産業になっているのです。沼津市と

しては、多くの場合、この非鉄金属製造業に行政等

も支援を行っていると思われます。 

なお、この地域の重点産業は、「RESAS⇒メインメ

ニュー・産業構造マップ⇒全産業⇒稼ぐ力分析（静

岡県・沼津市）」から抽出しています。

この他に、「RESAS⇒メインメニュ

ー・産業構造マップ⇒製造業⇒製造

品出荷額等⇒グラフを表示⇒データ

をダウンロード」からも、製造業の

重点分野が明確になります。 

 

また、小売・卸売業（消費）の重点

分野については、「RESAS⇒メインメ

ニュー・産業構造マップ⇒小売・卸

売業（消費）⇒年間商品販売額⇒グ

ラフを表示⇒ データをダウンロー

ド」の検索から、この分野の重点項

目が明確になります。 

 

更に、税理士などの専門家が事務所の顧問先・関与先企業の実態を把握するには、目下、

コンセンサスを得ている成長業種・業態の定性評価の切り口で企業を見るべきです。それ

には、この 8 月以降公表された「地域未来投資促進法」にクローズアップされた以下の「6

つの成長分野」が参考になります。この成長分野は、金融機関の本部も支店も注目してい

ることから、顧問先・関与先企業の 6 つの成長分野や要因を見つけ出し、その企業のホー

ムページなどから抜き出すことが大切です。 
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３、『ローカルベンチマーク・RESAS を活用した「事業性評価融資」の 

稟議書のかき方』に関するアンケート 

今年 9 月ごろより、TKC 九州会・中部会・

近畿京滋会をはじめ､関東信越税理士会（長

野）・千葉県税理士会の他、次のような講演

を行ってまいりました。 

    

これらの講演会を受講された会計事務所の

方から、 

「金融機関との連携を密に行いたい。」 

「金融機関との融資交渉を円滑に行うために、融資担当者が本部の審査部や 

融資部に上げる稟議書の書き方を教えて貰いたい。」 

と言う要望が出てきています。メガバンクなどの金融機関も、大幅に人員削減を目指して

いますが、稟議書内容のアウトソーシング（外部委託）こそ、今後の方針になるのです。 

実際に私が参加し､数十人の研修会において、“ローカルベンチマークや RESAS を活用し

て「事業性評価融資」の稟議書のかき方”を教えることになっています。 

（実際の研修会の案内例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、私と『事業性評価・ローカルベンチマーク活用事例集』（ビジネス教育出版社）の

共著者である MPS のコンサルタントが、『ローカルベンチマーク・RESAS を活用した 

「事業性評価融資」の稟議書のかき方』を教える研修の企画が出ています。 

実際に抱えている案件を持参して頂き、研修の課題とすることで、具体的に稟議書へ落と

し込むことを体感してもらいたいと考えています。また、親密な金融機関や関与先の幹部

の方を同行して頂く事も可能です。これにより、連携を深めることもできると期待してい

ます。 

会場は、㈱ファインビット（東京）を予定しております。以下のアンケートにご記入いた

だき、FAX をお送りください。皆様のご希望に添える研修会を企画してまいります。 
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＜＜ 研修会アンケート ＞＞ 

 

 

４、MPS よもやま話 

『事業再生の現場から 

～農業における事業性評価。技術力をどう見る？～ 

 

今回は、「農業」の「事業性評価」に関するテーマをとりあげます。MPSでは、農業事業

者の経営改善も支援しています。「農業」と聞くと非常に特殊な業界であり、事業の見

方も難しいのでは・・というイメージを持ちがちですが、果たしてそうでしょうか？ 

（省略） 

＜評価の視点と評価方法＞ 

① 品質…生産された農産物が売れているか、顧客からの評判等のヒアリング、 

現地視察 

② 生産性…業界平均や競合他社数値との比較 

① 品質面の評価方法 

農産物の場合、大抵の場合、品質と売れ行きは密接な関係性があるものですから、販

売状況を確認することで品質面の評価につながっていきます。 

（省略） 

「どのようにしたらもっとよくなると思いますか？」と前向きな視点で会話すること

で、問題点が見えてくることがあります。 

② 生産性の評価例 

例えば「生産単位あたり」「労働時間あたり」の「収量」「売上」などについて、他社

との比較をすることで、生産性の一つの判断材料になります。 

(省略） 

 

(株)マネジメントパートナーズ コンサルタント 古坂 真由美  

▲　FAX：03-5280-3828　▲

開催希望月

フ リ ガ ナ

担当者氏名

社 名
（ 団 体 名 ）

〒　　　　－

TEL FAX

E-maiｌ

参加人数

その他要望

※その他ご要望がありましたらご記入ください。（例：弊社事務所での開催を希望 等）

同行希望 金融機関　・　関与先　・　その他（　　　　　　　　　　）

＠

住所

≪ローカルベンチマーク・RESASを活用した「事業性評価融資」の稟議書のかき方≫

研修会に関するアンケート

平成　　　　年　　　月 又は　　月 　※　開催予定会場　㈱ファインビット
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５、関西からの一言 

『子会社に対する不良債権の処理』 

 

（省略） 

ベテラン：7月に子会社に対する債権放棄に関して興味深い判決が出ていたのはチェック

しましたか？ 

新人：子会社の事業をグループ内の別法人に譲渡し、債権を放棄して子会社を特別清算し

た、東京高等裁判所の判決ですよね。 

（省略） 

ベテラン：損失負担をすることについて相当な理由があると認められるときに限り、損金

計上できる、逆に、相当な理由が無いと寄付金認定という事になりますね。 

新人：相当な理由の有無は、非常に難しいように感じました。  

ベテラン：特別清算とは、（省略） 債権者（正確には総債権額）の３分の２以上の同意

が必要ですので、むしろ、債権者が少数でかつ協力的な場合や、親会社が債権の大半

を持つ子会社を清算させる場合等には利用しやすいと言われています。そこで、この

判決が注目されるのです。すなわち、子会社の事業の継続性が争点だったのですね。

業務改善等の努力で財務状況の改善が可能な状況で、債権放棄を行う相当な理由はな

かったと判断されたという事ですね。グループ会社に事業譲渡を行っている点につい

ても問題になったと思われます。 

新人：子会社の債権放棄に関しては、実態を確認して慎重に対応すべきですね。 

 

中村中との共著者、公認会計士・税理士 中村文子 

以上 

 

 


